
1

２１世紀の人権状況

自由と平等を求めて

　１ ７ 世 紀 の イ ギ リ ス 、 １ ８ 世 紀 の

アメリカ、フランスの市民革命は、「自

由 と 平 等 」 の 旗 の 下 に 進 め ら れ 、 人

権規定をもつ憲法典をつくりだした。

そ の 背 景 に は 、 市 民 革 命 前 か ら 熟 成

さ れ た 人 権 思 想 が あ り 、 自 由 と 平 等

を も と め る 民 衆 の 粘 り 強 い 人 権 闘 争

が あ っ た 。 し か し 、 近 代 憲 法 が 制 定

さ れ た と し て も 、 自 由 と 平 等 が 真 に

実 現 し た わ け で な い 。 市 民 革 命 以 後

の 人 々 の さ ま ざ ま な 運 動 の 中 で 「 自

由と平等」は前進した。

　近 代 憲 法 で の 「 法 の 下 の 平 等 」 原

則 は 「 機 会 に お け る 平 等 」 が 主 な 内

容 と さ れ た 。 現 代 に お い て は 「 結 果

に お け る 平 等 」 の 確 保 も 課 題 に な っ

て い る 。 男 女 平 等 に つ い て い え ば 、

日 本 で は 敗 戦 後 、 女 性 の 参 政 権 の 実

現 、 民 法 改 正 な ど に よ っ て 大 き な 前

進 を 遂 げ た 。 さ ら に 労 働 現 場 で の 男

女 平 等 を 求 め る 粘 り 強 い 運 動 は 、 結

婚 退 職 制 ・ 若 年 定 年 制 な ど に 対 す る

差 別 反 対 の 裁 判 を へ て 、 ８ ５ 年 の 男

女 雇 用 機 会 均 等 法 で よ う や く 立 法 に

よ る 成 果 を み た 。 し か し 「 コ ー ス 別

人 事 」 な ど の 差 別 政 策 に よ る 事 実 上

の男女差別はなお残っている。一方、

最 近 の 「 規 制 緩 和 」 政 策 は 、 労 働 基

準 法 上 の 「 女 性 保 護 」 規 定 の 削 除 な

ど 新 し い 問 題 も 生 ん で い る 。 男 女 が

性 別 に か か わ り な く 、 そ の 個 性 と 能

力 を 十 分 に 発 揮 で き る 「 男 女 共 同 参

画 社 会 」 の 実 現 が ２ １ 世 紀 の 課 題 に

なる。

市民的自由は確保されているか

　憲 法 の 定 め る 自 由 は 、 戦 前 の よ う

な 自 由 に 対 す る あ か ら さ ま な 侵 害 を

許 さ な い 法 的 な 保 障 を 私 た ち に 与 え

て い る 。 し か し 。 一 見 、 自 由 が 広 汎

に 保 障 さ れ て い る か に み え る 現 代 日

本 社 会 に お い て 、 自 由 の 確 保 は な お

２ １ 世 紀 に む け た 人 権 保 障 の 課 題 に

な っ て い る 。 そ の 大 き な 課 題 の 一 つ

は 、 企 業 社 会 に お け る 市 民 的 自 由 の

確保である。「民主 主義は工場の前で

たちすくむ」（熊沢 誠）といわれたよ

う に 、 企 業 内 で の 思 想 ・ 表 現 の 自 由

の 確 保 は 、 労 働 の 現 場 で 緊 急 の 課 題

となっている。

も う 一 つ は 、 現 代 日 本 が な お 戦 前

の 天 皇 制 国 家 の 影 を ひ き ず っ て い る

問 題 で あ る 。 繰 り 返 さ れ る 首 相 の 靖

国 神 社 参 拝 、 地 方 自 治 体 と 神 社 神 道

と の 癒 着 に 示 さ れ る 政 教 分 離 原 則 違

反 を 批 判 ・ 監 視 す る 課 題 は な お 重 要

である。

最 後 に 、 犯 罪 が 増 加 し て い る 状 況

で 「 安 全 の 確 保 」 を 理 由 に し て 防 犯

カ メ ラ な ど が 街 頭 に は り め ぐ ら さ れ

る 「 監 視 社 会 」 化 の 危 険 性 が 指 摘 さ

れ は じ め た 。 住 基 ネ ッ ト も 「 国 民 総

背 番 号 制 」 へ の 第 一 歩 と 考 え ら れ な

くもない。「人権よ り安全を」という

声 に よ っ て 、 市 民 的 自 由 が 第 二 義 的

な 価 値 に 減 少 さ れ て し ま う あ や う さ

を 十 分 に 認 識 し て お か な く て は な ら

ないだろう。

「人間に値する生存」の確保

　２ ０ 世 紀 に は い る と 資 本 主 義 社 会

の 展 開 は 、 自 分 の 労 働 力 以 外 に 生 計

手 段 を も た な い 労 働 者 階 級 を 大 量 に

生 み 出 し た 。 労 働 者 は 失 業 、 老 齢 、

障 害 、 疾 病 な ど で 働 け な く な る と 生

活 が で き な く な る 。 そ こ で そ の 救 済

の た め に 、 社 会 問 題 の 深 刻 化 を お そ

れ る 政 府 は 「 社 会 政 策 」 と よ ば れ る

社 会 福 祉 、 労 働 者 保 護 政 策 が と ら れ

る こ と に な る 。 一 方 、 貧 困 、 失 業 か

ら の 解 放 を も と め る 労 働 者 の 運 動 も
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活 発 化 し た 。 い わ ゆ る 社 会 権 の 形 成

である。

　第 二 次 世 界 大 戦 後 、 本 格 的 な 福 祉

国 家 へ の 道 が 始 ま っ た 。 日 本 国 憲 法

第 ２ ５ 条 は 「 健 康 で 文 化 的 な 最 低 限

度 の 生 活 を 営 む 権 利 」 を か か げ 、 国

が 社 会 福 祉 ・ 社 会 保 障 ・ 公 衆 衛 生 の

促 進 に 努 め な く て は な な い と 宣 言 し

た。「豊かな社会」 に成長した日本。

こ の 生 存 権 は す で に 達 成 さ れ た 課 題

とみてしまっていい のだろうか。「財

政 再 建 」、「 社 会 保 障 の 見 直 し 」 が ス

ロ ー ガ ン と さ れ る 新 自 由 主 義 政 策 の

下 、 生 活 保 護 の き び し い 認 定 ・ 年 金

の 引 き 下 げ ・ 社 会 福 祉 予 算 の 低 減 化

な ど に よ っ て 社 会 的 弱 者 の 生 存 権 が

おびやかされている。

　教 育 を 受 け る 権 利 を み て も 、 一 学

級 あ た り の 生 徒 の 数 を 減 ら し て 、 子

ど も の 個 性 に 見 合 っ た 教 育 の 実 現 を

求 め る 父 母 ・ 市 民 の 要 望 に も か か わ

ら ず 、 財 政 上 の 理 由 で 実 現 さ れ て い

な い 。 ２ １ 世 紀 の 科 学 技 術 を 支 え る

べ き 大 学 に お い て も 国 公 立 大 学 の 独

立 行 政 法 人 化 に よ っ て 、 大 学 間 競 争

が 助 長 さ れ 、 授 業 料 の 高 騰 な ど を も

た ら し 、 教 育 を 受 け る 権 利 が 危 機 に

あるといわざるをえない。

「戦争の世紀」から「平和の世紀」

へ

　世 界 中 で 数 千 万 の 死 亡 者 を 出 し た

第 二 次 世 界 大 戦 は 反 フ ァ シ ズ ム 、 反

侵 略 戦 争 を 理 念 に 掲 げ た 連 合 国 側 の

勝 利 に 帰 し た 。 １ ９ ４ １ 年 ８ 月 の 米

英 に よ る 「 大 西 洋 憲 章 」 は 「 す べ て

の 国 の す べ て の 人 類 が 恐 怖 及 び 欠 乏

か ら 解 放 さ れ て そ の 生 命 を 全 う す る

こ と を 保 障 す る 平 和 」 の 確 立 を 宣 言

し た （ 翌 年 １ 月 の ２ ６ か 国 か ら な る

「連合国共同宣言」 は「大西洋憲章」

に賛意を表明した）。戦争終了後、世

界 で は 、 そ の 深 刻 な 戦 争 被 害 を 反 省

し て 、 人 権 の 基 礎 と し て の 平 和 へ の

取り組みが図られることになる。

侵 略 戦 争 を 違 法 と す る 見 解 は 、 す

で に 第 一 次 世 界 大 戦 後 の 国 際 連 盟 の

結 成 、 パ リ 不 戦 条 約 （ １ ９ ２ ９ 年 ）

な ど に 表 明 さ れ て い た が 、 第 二 次 世

界 大 戦 後 の 西 欧 諸 国 の 憲 法 に は 、 侵

略 戦 争 の 禁 止 が 書 き 込 ま れ る こ と に

なる（ドイツ、イタリア、フランス）。

そ し て 、 日 本 も ま た 平 和 国 家 へ の 歩

み を 宣 言 す る も の と し て 、 憲 法 九 条

に 戦 争 放 棄 を 宣 言 し 、 戦 争 を し な い

具 体 的 な 保 障 と し て 戦 力 の 不 保 持 を

定 め た 。 ま た 憲 法 前 文 に は 「 全 世 界

の 国 民 が 、 ひ と し く 恐 怖 と 欠 乏 か ら

免 か れ 、 平 和 の う ち に 生 存 す る 権 利

を有すること」（い わゆる平和的生存

権）を宣言した。

　第 二 次 大 戦 の 後 も 、 武 力 に よ る 内

政 干 渉 や 植 民 地 へ の 圧 迫 、 民 族 間 の

紛 争 が 続 い た が 、 世 界 の 平 和 を 求 め

る 声 は い っ そ う 大 き く な り 、 民 族 自

決 の 権 利 の 主 張 と あ わ せ て 、 平 和 的

生 存 権 の 主 張 は 国 際 的 な も の に な っ

て い っ た 。 ９ ９ 年 の ハ ー グ の 世 界 市

民 会 議 で は 「 各 国 議 会 は 、 日 本 国 憲

法 第 ９ 条 の よ う に 、 戦 争 を し な い 決

議 を 採 択 す べ き で あ る 」 と い う 決 議

も採択された。

　ソ 連 の 消 滅 と と も に 、 ア メ リ カ の

一 国 至 上 主 義 （ ユ ニ ラ テ ラ リ ズ ム ）

が世界を覆い、９月１１日事件の後、

ア フ ガ ン 、 イ ラ ク と 違 法 な 武 力 行 使

が な さ れ た 。 い ま 世 界 の 多 く の 場 所

で 民 衆 の 生 命 が 武 力 に よ っ て 奪 わ れ

て い る 。 平 和 的 生 存 権 の 確 保 の 課 題

は ま す ま す ２ １ 世 紀 の 課 題 に な っ て

いる。

国際的な人権保障

　２ １ 世 紀 の 人 権 状 況 と し て 、 人 権

を国内的に保障していくのみならず、

国 際 的 に も 保 障 し て い こ う と す る 流
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れの強まりがある。１９４８年の「世

界 人 権 宣 言 」 に は じ ま り 、 ６ ６ 年 の

「国際人権規約」（ 社会権規約と自由

権 規 約 か ら な る ） の 採 択 、 そ し て 、

７９年に「女性差別 撤廃条約」、８９

年 に 「 子 ど も の 人 権 条 約 」 と 、 国 際

的 に 人 権 を 保 障 し て い こ う と い う 方

向 が 強 ま っ た 。 国 連 で は つ ぎ に 障 害

者の人権条約の制定・採択にむけて、

新 た な 取 り 組 み が は じ ま っ て い る 。

社 会 的 に 少 数 者 と し て 差 別 さ れ て き

た 先 住 民 の 人 権 保 障 も 進 ん で き て い

る。そのさい、日本は国連での採択、

国 内 手 続 き と し て の 批 准 の 両 方 に お

い て イ ニ シ ア チ ブ を と る こ と は 少 な

か っ た 。 本 来 な ら 豊 か な 人 権 規 定 を

も つ 日 本 国 憲 法 を 奉 じ る 国 と し て 、

世界の先頭に立たねばならなかった。

「 人 権 先 進 国 」 へ の 外 交 姿 勢 の 転 換

がいま求められている。

人権の主体の拡大

　国 際 的 な 人 権 保 障 の 進 展 は 、 人 権

の 主 体 に つ い て 新 た ら し い 展 開 を も

た ら し た 。 こ れ ま で 、 人 権 は 自 国 民

に 限 定 さ れ る も の と 考 え ら れ て い た

が 、 人 権 は 自 国 民 の み な ら ず 、 外 国

人 に も 保 障 さ れ る の が 原 則 、 と い う

考え方がいまや通説になった。

　日 本 の 場 合 、 外 国 人 の 人 権 は 一 般

的 な 問 題 に と と ま ら ず 、 定 住 外 国 人

の 人 権 が 問 題 と な る 。 定 住 外 国 人 の

多 く は 、 朝 鮮 併 合 以 来 の 歴 史 的 な 経

過 の 結 果 、 日 本 に 永 住 す る 市 民 で あ

る 。 日 本 国 民 と 生 活 の 実 態 と し て ほ

と ん ど か わ る と こ ろ は な い 。 と す れ

ば 、 日 本 国 民 と お な じ 権 利 が 保 障 さ

れ て も 当 然 と 考 え て も い い だ ろ う 。

し か し 、 政 府 は 、 選 挙 権 な ど を 「 日

本 国 民 の み に 保 障 さ れ て い る 権 利 」

と し て 今 で も 認 め て は い な い 。 地 方

選 挙 権 に つ い て は 立 法 に よ っ て 認 め

る こ と も 可 能 と す る の が 最 高 裁 の 判

例 だ が 、 国 政 選 挙 に 対 す る 参 政 権 は

一貫して否定してい る。「国民主権」

概 念 が 、 本 来 、 民 主 的 な 役 割 を 果 た

さ な け れ ば な ら な い は ず な の に 、 定

住 外 国 人 の 選 挙 権 を 認 め よ う と す る

さ い に た ち ふ さ が る の は 、 問 題 で は

ないだろうか。

社 会 権 は 、 帰 属 す る 国 に よ っ て 保

障 さ れ る も の だ か ら 外 国 人 に 適 用 さ

れ な い と 考 え ら れ て き た が 、 難 民 条

約 の 批 准 に よ り 、 日 本 で も よ う や く

健 康 保 険 、 年 金 受 給 な ど に 国 籍 要 件

が 撤 廃 さ れ た 。 定 住 外 国 人 、 外 国 人

労 働 者 の 社 会 保 障 受 給 権 の 確 保 も 大

きな課題である。

国際化の 中で、「共生」の 確立が大

きな課題となっている。

違憲審査制の活発化

　人 権 保 障 の 新 し い 状 況 と し て 、 国

内 の 人 権 保 障 を よ り 実 質 化 す る た め

に 、 裁 判 所 に よ る 違 憲 審 査 制 が 活 発

化 し た こ と を あ げ る こ と が で き る 。

欧 州 で は 、 欧 州 人 権 条 約 を 実 質 化 す

る た め に 欧 州 人 権 裁 判 所 が つ く れ ら

れ た 。 世 界 各 国 で 人 権 保 障 の た め に

裁 判 所 に 違 憲 法 令 審 査 権 を 認 め る 方

向がつよまっている。

　日 本 で は 、 憲 法 ８ １ 条 に よ り 最 高

裁 ほ か す べ て の 裁 判 所 に 違 憲 審 査 権

が 認 め ら れ て き た 。 し か し 、 憲 法 が

施 行 さ れ て か ら 現 在 ま で 、 日 本 の 違

憲 審 査 制 は 人 権 保 障 に と っ て 十 分 な

役割をはたしてきたとはいいがたい。

最 高 裁 が 違 憲 判 断 に き わ め て 消 極 だ

っ た こ と 、 そ の 反 面 で 、 法 律 等 に よ

る 人 権 の 制 約 に 対 し て 比 較 的 簡 単 に

合 憲 性 を 認 め て し ま っ た こ と が 特 徴

で あ っ た 。 表 現 の 自 由 に 関 す る 領 域

な ど で は 、 自 由 の 制 約 が 「 公 共 の 福

祉 」 ｢利 益 較 量 ｣な ど の 考 え 方 で 簡 単

に 正 当 化 さ れ て い る 。 最 高 裁 が 自 由

権 に 関 し て 違 憲 判 断 を し た の は 、 愛



4

媛 玉 串 料 訴 訟 な ど ご く 限 ら れ た 事 例

に と ど ま っ て い る 。 安 保 条 約 や 自 衛

隊 と い う 「 高 度 に 政 治 的 な 事 項 」 に

つ い て は 国 会 や 内 閣 に 判 断 を ま か せ

て し ま う 態 度 を と っ た （ 統 治 行 為 論

の採用）、社会福祉 などの領域でも政

府 や 国 会 の 判 断 を 優 先 さ せ た （ プ ロ

グラム規定説、立法裁量論）。

　地裁、高裁などの下級裁判所では、

こ れ ま で 人 権 保 障 の 立 場 に 立 っ た 判

決 が し ば し ば 出 さ れ た こ と が あ る 。

た と え ば 、 家 永 教 科 書 裁 判 で の 東 京

地裁判決（杉本判決 ）、長沼ミサイル

基 地 訴 訟 で の 札 幌 地 裁 判 決 （ 福 島 判

決 ） な ど が 有 名 だ 。 最 近 で も 、 ハ ン

セ ン 病 国 家 賠 償 請 求 訴 訟 熊 本 地 裁 判

決 の よ う に 、 人 権 保 護 、 少 数 者 の 権

利を重視した裁判例も少なくないが、

６ ０ 年 代 末 か ら ７ ０ 年 代 は じ め に か

け て の 「 司 法 の 反 動 化 」 を 経 て 、 最

高 裁 に よ る 裁 判 官 統 制 が 強 ま り 、 違

憲 判 決 を だ す こ と を 避 け る 傾 向 や 、

「 判 検 交 流 」 で 、 国 の 政 策 を そ の ま

ま肯定する傾向も強まった。

　市 民 の 側 か ら は 、 人 権 保 障 の 確 立

にむけて、反人権的な判決を批判し、

人 権 救 済 の た め に た ち 上 が っ た 訴 訟

の 支 援 の 活 動 が 粘 り 強 く す す め ら れ

なければならない。

人権はたたかいの中で新しく生成さ

れる

　人 権 と は 「 人 間 が 生 活 す る に あ た

っ て の 不 可 欠 の 人 格 的 な 利 益 」 と 定

義 す る こ と が で き る 。 そ の よ う に 考

え る と 、 憲 法 の 「 国 民 の 権 利 及 び 義

務 」 に 書 か れ て 権 利 だ け が 人 権 だ と

考 え る こ と は あ ま り に 狭 い 。 か つ て

１ ８ 世 紀 の 自 由 と 平 等 が 、 ２ ０ 世 紀

前 半 の 社 会 権 が そ う だ っ た よ う に 、

社 会 の 発 展 に あ わ せ て 、 新 し い 人 権

が 生 ま れ 、 発 展 し て き た 。 ２ １ 世 紀

を 迎 え た 今 、 生 活 環 境 の 悪 化 を く い

と め よ う と す る 力 は 「 環 境 権 」 の 考

え 方 を 生 み 出 し た 。 ま た 情 報 化 社 会

の 中 で 、 個 人 情 報 を 保 護 し よ う と い

う運動は、「プライ バシー権」あるい

は 「 自 分 に 関 す る 情 報 を コ ン ト ロ ー

ル す る 権 利 」 の 主 張 を 広 め 、 裁 判 所

で も 法 的 な 権 利 と し て 承 認 さ れ る ま

で に な っ た 。 政 府 や 地 方 自 治 体 が 保

有 す る 公 文 書 を 開 示 す る よ う 求 め る

権 利 も 、 情 報 公 開 法 で 法 的 に 認 め ら

れ、「知る権利」と して定着しつつあ

る。いわゆる「新しい人権」である。

　日本国憲法１３条の幸福追求権は、

そ の よ う な 「 新 し い 人 権 」 の 憲 法 上

の 根 拠 と し て 用 い ら れ て い る 。 ２ １

世 紀 の 科 学 技 術 の 発 展 は 、 た と え ば

医 療 の 分 野 で は 人 の 生 命 に か か わ る

自 己 決 定 に つ い て の 権 利 を ま す ま す

重要なものとして提起するであろう。

学 校 に お け る 生 徒 ・ 学 生 の 自 己 決 定

権 （ 校 則 に よ る 頭 髪 規 制 な ど に 典 型

的）も重視されなくてはならない。

　２１世紀には、社会の変化に応じ

て、さまざまな「新しい人権」がつ

くりだされるだろう。「新しい人権」

は、社会の中のいろいろな人々の「人

権を生かす努力」の中で生成、発展

させられていくことをしっかりと確

認しなくてはなるまい。人権は上か

ら与えられるものではけっしてない。

人間に不可欠な利益を妨げようとす

るさまざまな勢力との対抗のなかで、

粘り強いたたかいによって創り出さ

れていく。


